
日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

目
　
　
　
　
録

一四八
東
京
都
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
�
������




（
同
）
一二
二四
105

14

規
　
　
　
則

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一七四
東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に

伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）

一二

一

１

一七五
東
京
都
小
笠
原
住
宅
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

一二

五

１

一七六
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
���


（
福
祉
局
障
害
者�

施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）

一二
二二

１

一七七
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
�
�����������









（
同
）

一二
二二

１

一七八
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��
�

�
��
（
総
務
局
総
務
部
情
報
公
開
課
）

一二
二三

１

一七九
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
����������









（
保�

健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
安
全
課
）

一二
二三

１

一八〇
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
����������








�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）

一二
二四
106

１

一八一
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��

�
��
（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）

一二
二四
106

２

一三六
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
�
���

（
東
京
都
教
育
委
員
会
）

一二
二四
102

64

一三七
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
�
����������








（
同
）

一二
二四
102

65

一三八
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及

び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
��

�
������������










（
同
）

一二
二四
102

65

一三九
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
����


�

�
��������






（
都
市
整
備
局
）

一二
二四
103

２

一四〇
東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
�
������




（
福
祉
局
）

一二
二四
103

２

一四一
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
�
�������





（
同
）

一二
二四
103

２

一四二
東
京
都
雇
用
・
就
業
分
野
に
お
け
る
女

性
の
活
躍
を
推
進
す
る
条
例
�
���

�

�
��������






（
産
業
労
働
局
）

一二
二四
103

３

一四三
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
�
�（
中
央
卸
売
市
場
）
一二
二四
103

５

一四四
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
�
���������







（
環
境
局
）

一二
二四
103

６

一四五
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
�
������




�

�
�����



（
東
京
都
教
育
委
員
会
）

一二
二四
104

１

一四六
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
�（
同
）

一二
二四
104

14

一四七
東
京
都
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
�
��
（
議
会
局
）
一二
二四
105

１

　
　
令
和
七
年
十
二
月
分

　
　
　
　
定
刊
第
一
八
四
三
九
号
か
ら
同
第
一
八
四
五
八
号
ま
で

　
　
　
　
増
刊
第
　
　
　
九
八
号
か
ら
同
第
　
　
一
一
七
号
ま
で

条
　
　
　
例

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一三〇
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
�（
総
務
局
）

一二
二四
102

２

一三一
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の

採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
��
（
同
）

一二
二四
102

３

一三二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
�
������




（
同
）
一二
二四
102

３

一三三
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
��
（
同
）
一二
二四
102

63

一三四
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

�
������������










（
同
）

一二
二四
102

63

一三五
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
関
係
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
�
��
�

�
���

（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）

一二
二四
102

64
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一一〇八
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二

三

１

一一〇九
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������










（
同
）

一二

三

２

一一一〇
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
�
��

�
��
（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）
一二

三

３

一一一一
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の

認
定
取
消
し
�
������





（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一二

四

１

一一一二
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土

地
の
区
域
�
��������






（
同
）
一二

四

１

一一一三
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
������������










（
同
）
一二

四

１

一一一四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�����������










（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二

四

２

一一一五
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������










（
同
）

一二

四

３

一一一六�

一一一七
都
道
の
区
域
変
更
（
二
件
）
�����

�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一二

八

１

一一一八
都
道
の
供
用
開
始
�
�����



（
同
）
一二

八

４

一一一九
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す

る
区
域
の
指
定
�
��������






�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

一二

八

４

一一二〇
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
��

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二

九

１

一一二一�

一一二二
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
����

�
������������











（
都�

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）

一二
一〇

１

一九四
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��
�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）

一二
二五

１

訓
　
　
　
令

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

五一
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正
�
����������








�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）

一二
二四
106

３

五二
宿
日
直
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
��

�
������������










（
同
）
一二
二四
106

５

告
　
　
　
示

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一〇九八�

一一〇〇～
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
三
件
）�

�
������������











（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二

一

１

一一〇一�

一一〇二
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
������������









（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一二

一

５

一一〇三
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一二

一

７

一一〇四
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

一二

二

１

一一〇五�

一一〇六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）�

�
������������











（
環�

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

一二

二

１

一一〇七
河
川
保
全
区
域
の
廃
止
及
び
追
加
指
定�

�
��
（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）
一二

二

３

一八二
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��
（
同
）
一二
二四
106

２

一八三
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

�
������������










（
同
）

一二
二四
106

２

一八四
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
��

�
������������










（
同
）

一二
二四
106

２

一八五
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
���


（
福�

祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）

一二
二四
106

３

一八六
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


�

�
�（
中
央
卸
売
市
場
事
業
部
業
務
課
）

一二
二四
106

３

一八七
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�����������









�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）

一二
二四
107

１

一八八
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


�

�
��
（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）

一二
二四
107

２

一八九
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
��

�
������������










（
同
）

一二
二四
107

２

一九〇
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
�������





（
同
）
一二
二四
107

４

一九一
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


（
同
）
一二
二四
107

５

一九二
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
����


（
同
）
一二
二四
107

５

一九三
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
�������






（
環�

境
局
気
候
変
動
対
策
部
総
量
削
減
課
）

一二
二四
114

１
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一一五一
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一二
二三

８

一一五二
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
解
散
認
可�

�
��������







（
都
市
整
備
局�

市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

一二
二四

１

一一五三�

一一五七～
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
（
五
件
）
���
（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一二
二四

１

一一五八
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
���������







（
同
）
一二
二四

２

一一五九
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一二
二四

２

一一六〇
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
����


�

�
��
（
政
策
企
画
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

２

一一六一
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
一

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
�
（
子�

供
政
策
連
携
室
総
合
推
進
部
総
務
課
）

一二
二四
116

３

一一六二
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
三

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
総
務
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

３

一一六三
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
四

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
財
務
局
経
理
部
総
務
課
）

一二
二四
116

６

一一六四
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
五

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
�
（
デ�

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

７

一一六五
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
六

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
主
税
局
総
務
部
職
員
課
）

一二
二四
116

８

一一三五
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�����




（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一二
一七

１

一一三六�

一一三八～
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域

（
三
件
）
�������




（
都
市
整
備�

局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
・
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

一二
一八

１

一一三九
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
一二
一八

１

一一四〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
�����



�

�（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
調
整
課
）
一二
一九

１

一一四一
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更

認
可
�
��������







（
保
健
医�

療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）

一二
一九

１

一一四二
令
和
八
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講

習
会
及
び
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習

会
の
指
定
�
��������







（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

一二
一九

１

一一四三
財
政
状
況
の
公
表
�
�������





�

�
����


（
財
務
局
主
計
部
財
政
課
）
一二
一九
100

１

一一四四�

一一四五
都
市
計
画
の
変
更
（
二
件
）
�����

�

�
�������






（
都
市
整
備
局
都�

市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

一二
二二

２

一一四六
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
�
��
（
同
）
一二
二二

２

一一四七
都
市
計
画
の
変
更
�
��

（
都
市
整
備�

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企
画
課
）
一二
二二

２

一一四八
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
�
�����



�

�
��
（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
一二
二二

３

一一四九
土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
認
可
�
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一二
二三

７

一一五〇
食
品
衛
生
管
理
者
登
録
講
習
会
の
登
録�

�
������������











（
保�

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

一二
二三

８

一一二三
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
認

可
�
�����������










（
都�

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

一二
一〇

１

一一二四
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
一二
一〇

１

一一二五
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環

境
影
響
評
価
書
案
等
�
������




�

�
��
（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

一二
一一

１

一一二六
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二
一一

８

一一二七
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す

る
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
図
書
類

の
指
定
�
��

（
都
民
安
全
総
合
対
策�

本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）

一二
一二

１

一一二八
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
��������







（
都
市�

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一二
一二

１

一一二九
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二

号
（
東
京
都
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定

代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

関
）
の
一
部
改
正
�
�������





�

�（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）

一二
一二

１

一一三〇�

一一三一
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
����

�
������������











（
都�

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）

一二
一五

１

一一三二
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
事
業
計
画

の
変
更
認
可
�
���


（
都
市
整
備
局�

市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

一二
一五

１

一一三三
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
認
可
�
��

�
�����������










（
都
市�

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

一二
一五

１

一一三四
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環�

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

一二
一五

２

東 京 都 公 報令和8年1月14日（水曜日） （12月分目録）（第18465号の付録）3



一一八五
都
道
の
区
域
変
更
�
�������





�

�
��
（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
一二
二五

９

一一八六
都
営
住
宅
の
廃
止
�
��

（
住
宅
政
策�

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）
一二
二六

１

一一八七
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）
一二
二六

２

一一八八
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等�

�
������������










（
同
）
一二
二六

５

一一八九
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
��

�
������������










（
同
）
一二
二六

６

一一九〇
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
��

�
������������










（
同
）
一二
二六

７

一一九一
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及

び
区
画
数
�
��������






（
同
）
一二
二六

７

規
　
　
　
則
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

五四
東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
非

常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉

事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
��������








一二

一

９

五五
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職

員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
��������








一二
二四
111

１

五六
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員

の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
���������









一二
二四
111

１

五七�五八
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
二
件
）
������������










一二
二四
111

１

五九�六〇
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
二
件
）
������������










一二
二四
111

４

一一七五
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
九

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
�（
同
）

一二
二四
116

34

一一七六
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
五

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
��
（
産
業
労
働
局
総
務
部
職
員
課
）

一二
二四
116

34

一一七七
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
�（
中
央
卸
売
市
場
管
理
部
総
務
課
）

一二
二四
116

39

一一七八
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
二

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����



（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略�

推
進
本
部
戦
略
推
進
部
戦
略
企
画
課
）

一二
二四
116

41

一一七九
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
七

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
建
設
局
総
務
部
職
員
課
）

一二
二四
116

41

一一八〇
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
八

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
港
湾
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

44

一一八一
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
九

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
��
（
会
計
管
理
局
管
理
部
総
務
課
）

一二
二四
116

46

一一八二
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
����


�

�
�����



（
東
京
都
労
働
委
員
会
）

一二
二四
116

47

一一八三
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
一

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
�����



（
東
京
都
収
用
委
員
会
）

一二
二四
116

47

一一八四
令
和
七
年
度
東
京
都
補
正
予
算
の
公
表�

�
����


（
財
務
局
主
計
部
議
案
課
）
一二
二五

２

一一六六
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
七

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
��
（
生
活
文
化
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

９

一一六七
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
八

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
�������






（
都
民
安
全
総
合�

対
策
本
部
総
合
推
進
部
総
合
推
進
課
）

一二
二四
116

11

一一六八
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
九

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
�������






（
ス
ポ
ー
ツ
推
進�

本
部
ス
ポ
ー
ツ
総
合
推
進
部
総
務
課
）

一二
二四
116

12

一一六九
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
����


�

�
��
（
都
市
整
備
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

13

一一七〇
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
一

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
総
務
課
）

一二
二四
116

14

一一七一
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
二

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
環
境
局
総
務
部
総
務
課
）

一二
二四
116

15

一一七二
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
三

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
����


（
福
祉
局
総
務
部
職
員
課
）

一二
二四
116

17

一一七三
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
千
十
九
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
��
（
同
）

一二
二四
116

26

一一七四
令
和
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
四

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���

�

�
��
（
保
健
医
療
局
総
務
部
職
員
課
）

一二
二四
116

27
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公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
写
し
の
交

付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
������������












一二
二四
108

１

二
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
写
し
の
交
付
に

関
す
る
規
程
�
���������









一二
二四
108

１

訓
　
　
　
令
（
選
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正
�
����������










一二
二四
108

４

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一五六
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�������������













一二
一五

３

一五七
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
五
年
分
第
四
回
）
��������






一二
一九

２

一五八
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令

和
六
年
分
第
二
回
）
��������






一二
一九

４

一五九
令
和
七
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
二
十
一
号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤

職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改

正
�
�������������













一二
二四
116

54

規
　
　
　
則
（
人
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一六
東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
���



一二
一九

６

七六
産
業
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�����





一二
二四
112

13

七七
定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��


一二
二四
112

14

七八
学
校
職
員
の
宿
日
直
手
当
支
給
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�

一二
二四
112

14

七九
学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����




一二
二四
112

14

八〇
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����




一二
二四
112

15

八一�八二
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二

件
）
��������������












一二
二四
112

16

訓
　
　
　
令
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二六
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正
�
����������










一二
二四
112

23

二七
宿
日
直
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
�

一二
二四
112

24

告
　
　
　
示
（
教
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四五
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
�
����




一二
一九

２

四七
令
和
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第

十
二
号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の

第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
�

一二
二四
116

48

規
　
　
　
程
（
選
）

六一
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
��������








一二
二四
111

６

六二
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
���



一二
二四
111

７

六三
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����




一二
二四
111

８

六四�六五
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二

件
）
��������������












一二
二四
112

１

六六
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
������������












一二
二四
112

２

六七�六八
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二

件
）
��������������












一二
二四
112

６

六九
教
職
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
��������








一二
二四
112

７

七〇
管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
������






一二
二四
112

８

七一
学
校
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�

一二
二四
112

９

七二
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
���������









一二
二四
112

12

七三
学
校
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
����




一二
二四
112

12

七四
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
�
�������������













一二
二四
112

13

七五
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
�
�������







一二
二四
112

13
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公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四八
東
京
都
交
通
局
安
全
衛
生
管
理
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����





一二

一

９

四九
東
京
都
交
通
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

任
用
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
�
����������










一二
二四
113

１

五〇
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����





一二
二四
113

１

五一
東
京
都
交
通
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����





一二
二四
113

２

五二�五三
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
給
料
等
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
二
件
）
������������










一二
二四
113

３

五四
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、

昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
�
������






一二
二四
113

58

五五
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
��������








一二
二四
113

73

五六
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
調

整
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
�
����������










一二
二四
113

76

五七
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
特
殊
勤
務

手
当
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
�
����������










一二
二四
113

78

五八
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
�
�������







一二
二四
113

79

五九
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
期
末
手
当

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�������������













一二
二四
113

79

六〇
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�������������













一二
二四
113

80

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一六
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
及
び
東

京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の

事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�����������











一二
二五

10

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四二八
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
����




一二
一九

６

四二九
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
����




一二
一九

７

四三一
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
����




一二
二六

７

告
　
　
　
示
（
警
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

三一二
令
和
七
年
警
視
庁
告
示
第
八
十
二
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
����




一二
二四
116

56

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一四
東
京
都
八
丈
島
近
海
漁
場
に
設
置
し
た

浮
魚
礁
に
お
け
る
漁
業
の
制
限
�
��


一二
一二

１

一五
東
京
海
区
に
お
け
る
は
ご
釣
り
漁
業
の

制
限
�
������������












一二
一二

２

規
　
　
　
程
（
交
）

一七
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
��


一二
二四
108

５

一八
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
������






一二
二四
108

21

訓
　
　
　
令
（
人
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

一
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正
�
����������










一二
二四
108

23

告
　
　
　
示
（
人
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二
令
和
七
年
東
京
都
人
事
委
員
会
告
示
第

一
号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第

一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
��


一二
二四
116

55

訓
　
　
　
令
（
監
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二
東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部

改
正
�
������������












一二
一九

６

三
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正
�
����������










一二
二四
108

25

告
　
　
　
示
（
監
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四
令
和
七
年
東
京
都
監
査
委
員
告
示
第
一

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���



一二
二四
116

56
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告
　
　
　
示
（
消
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

八
令
和
七
年
東
京
消
防
庁
告
示
第
二
号

（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一
種

報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
����




一二
二四
116

59

九
東
京
消
防
庁
消
防
信
号
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
改
正
�
��������








一二
二六

８

訓
　
　
　
令
（
議
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

五
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す

る
規
程
の
一
部
改
正
�
������






一二
二四
115

１

六
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
改
正
�
��������








一二
二四
115

１

七
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改

正
�
�������������













一二
二四
115

２

告
　
　
　
示
（
議
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

四
東
京
都
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
�
��


一二
二四
115

４

五
令
和
七
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
一

号
（
令
和
七
年
度
非
常
勤
職
員
の
第
一

種
報
酬
の
額
）
の
一
部
改
正
�
���



一二
二四
116

60

公
　
　
　
告

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

八
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第

十
五
号
（
東
京
都
水
道
局
出
納
取
扱
金

融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指

定
）
の
一
部
改
正
�
�������







一二
二二

３

規
　
　
　
程
（
下
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二六
東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員

の
任
用
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
�
���������









一二
二四
109

１

二七
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����





一二
二四
109

１

二八
東
京
都
下
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
����




一二
二四
109

２

二九�三〇
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
二
件
）
������������










一二
二四
109

３

三一
東
京
都
下
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬

等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
������������












一二
二四
109

29

三二
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
期
末
手

当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
������������












一二
二四
109

30

三三
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手

当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
������������












一二
二四
109

31

三四
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
退
職
手

当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
������������












一二
二五

10

六一
東
京
都
交
通
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�������������













一二
二四
113

81

六二
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
退
職
手
当

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�������������













一二
二五

10

規
　
　
　
程
（
水
）

公
布
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

二七
東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

任
用
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
�
����������










一二
二四
110

１

二八
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
��������








一二
二四
110

１

二九
東
京
都
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����





一二
二四
110

２

三〇�三一
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
二

件
）
��������������












一二
二四
110

３

三二
東
京
都
水
道
局
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�������������













一二
二四
110

31

三三
東
京
都
水
道
局
職
員
の
期
末
手
当
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

一二
二四
110

32

三四
東
京
都
水
道
局
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

一二
二四
110

33

三五
東
京
都
水
道
局
職
員
の
退
職
手
当
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

一二
二五

10

告
　
　
　
示
（
水
）

東 京 都 公 報令和8年1月14日（水曜日） （12月分目録）（第18465号の付録）7



発　行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
　
〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
163-8001
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話
　
〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
113-0001

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
（
八
件
）
���

�
��������������












（
同
）
一二
二五
117

４

正
　
　
　
誤

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
令
和
七
年
十
一
月
四
日
付
東
京
都
告
示
第
千

二
十
六
号
�
������������












一二
一一

９

○
東
京
都
水
道
局
八
王
子
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
の
一
部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
�
��

�
��������������












（
同
）

一二
二二

４

○
東
京
都
水
道
局
あ
き
る
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
業
務
内
容
の
変
更
�
���

（
同
）
一二
二二

４

○
東
京
都
水
道
局
青
梅
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
一
部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
�（
同
）
一二
二二

４

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
知
事
等
が
講
じ
た
措

置
の
公
表
�
����


（
東
京
都
監
査
委
員
）
一二
二三
101

１

○
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
（
三
件
）
�����

�

�
����������








（
東
京
消
防
庁
）
一二
二四

４

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
����


�

�
������




（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
一二
二五
117

１

通
　
　
　
達

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
「
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規

則
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
�
��
�

�
�������





（
東
京
都
人
事
委
員
会
）

一二
二四
108

27

雑
　
　
　
報

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
東
京
都
公
立
大
学
法
人
令
和
六
年
度
財
務
諸

表
に
関
す
る
公
告
�
���������







�

�
������




（
東
京
都
公
立
大
学
法
人
）

一二
一七
99

１

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�����



�

�
������




（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）

一二
二四
112

24

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
財
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
��������






（
同
）
一二
二五

10

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
����
�

�
���

（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
一二
二五
117

３

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
㌻

○
都
市
計
画
の
案
（
八
件
）
��������




�

�
���


（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策�

部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
調
整
課

・
街
路
計
画
課
・
市
街
地
整
備
部
企
画
課
）

一二

一

９

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
理
事
長
の
就
任�

�
������������











（
都
市
整�

備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

一二

四

４

○
住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
公
表
��

�
��������






（
東
京
都
監
査
委
員
）
一二

八

４

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
���

（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
一二
一〇

３

○
令
和
七
年
定
例
監
査
（
令
和
六
年
度
執
行

分
）
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表
�
��
�

�
��������






（
東
京
都
監
査
委
員
）

一二
一二
98

１

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工

の
届
出
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
一二
一五

３

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
�
�
（
都
民
安
全
総
合�

対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）
一二
一六

１

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
�
��

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
一二
一六

１

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る

通
知
�
�����



（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
一二
一六

１

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
����
�

�
�������������












（
都
市�

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）

一二
一八

２

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
�
��������






�

�
��
（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
地
域
福
祉
課
）
一二
一八

３

○
東
京
都
水
道
局
調
布
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
業
務
内
容
の
変
更
�
���

（
水
道
局
）
一二
二二

３

○
東
京
都
水
道
局
府
中
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
一
部
業
務
の
所
管
区
域
の
変
更
�（
同
）
一二
二二

３

○
東
京
都
水
道
局
日
野
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
業
務
内
容
の
変
更
�
�����



（
同
）
一二
二二

４
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